平成1９年第４回市議会定例会


議会運営委員長報告

今回の市議会定例会におきまして、私ども議会運営委員会に審査の付託を受けました請願第11号　から請願第15号までの５件につきまして審査結果の報告を申し上げます。

請願の審査に当たりましては、紹介議員の説明を受け、慎重に審査をいたしたところであります。

まず、請願第11号 最低保障年金制度の実現に　ついて 意見書の提出を求める請願について でございます。
本請願は、国の責任で一人残らず「消えた年金」問題を早急に解決すること、また、最低保障年金　制度を実現することについて 政府に対し意見書の　提出を求めるものであります。
審査の中では、「消えた年金」問題の早期解決は当然のことであるとの意見の一致はありましたが、最低保障年金制度につきましては、「年金の財源　問題と年金を全く納めていない人の問題がある。」また、「憲法第25条からすると最低年金は保障　すべきである。」等の賛否両論の意見が出され、　採決の結果、本請願は、賛成少数により、不採択とすべきものと決定いたしました。
次に、請願第12号後期高齢者医療制度の凍結・撤回について意見書の提出を求める請願　及び　　請願第14号 後期高齢者医療制度の凍結と抜本的な見直しについて意見書の提出を求める請願について申し上げます。
両請願につきましては、種々論議いたしましたが、後期高齢者医療制度が来年4月から施行されるところであり、今少し調査研究したいとの意見の一致をみましたので、引き続き審査いたしたく、閉会中の私ども委員会に継続審査のお願いをいたすものでございます。
次に、請願第13号 医師・看護師などを大幅に　増員させるための法改正について意見書の提出を　求める請願について申し上げます。
本請願は､医療従事者を大幅に増員すること、　看護職員の配置基準を抜本的に改善することなどについて、政府に対し、意見書の提出を求めるものであります。

審査の中では、「看護職員の配置基準の抜本的　改定や看護職員確保法の改定は病院経営に影響が　ある。」「請願内容の一部に同意できない部分がある。」また、「看護師の勤務は厳しい状態であるため法改正は必要である。」等の意見があり、採決の結果、本請願は　賛成少数により　不採択とすべきもの　と決定いたしました。

次に、請願第15号 特定健診・特定保健指導の　抜本的な見直しについて意見書の提出を求める請願について申し上げます。
本請願は､特定健診・特定保健指導の実施率が低い保険者に対し、後期高齢者医療制度を支えるために保険者が拠出する支援金額を加算する仕組みを　やめること、また、特定健診・特定保険指導の精度や安全性について十分な点検を行い、その基準について適宜適切な見直しを図ることについて、国に対し、意見書の提出を求めるものであります。

審査の中では、「健診項目が増え、早期予防につながることから、実施する前から否定すべきではない。」、「ペナルティを前提にしているのは問題　である」等の意見があり、採決の結果、本請願は　賛成少数により　不採択とすべきもの　と決定いたしました。

以上をもちまして、私ども議会運営委員会に　　審査の付託を受けました請願につきまして　審査　結果の報告を終わります。
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